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別添 

ポリオ生ワクチン２次感染対策事業実施細則 

新旧対照表 

（下線部分は改正箇所） 

新 旧 

ポリオ生ワクチン２次感染対策事業実施細則 

 

 

第１・第２ （略） 

 

第３ 医療手当 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）医療手当の支給額は、１月につき、次の区分に従い、

当該区分に定める額とする。 

一 その月において第２の２の一から四までに規定する

医療を受けた日数が３日以上の場合 

４１，１００円 

二 その月において一に規定する医療を受けた日数が３

日未満の場合           ３９，１００円 

三 その月において第２の２の五に規定する医療を受

けた日数が８日以上の場合     ４１，１００円 

四 その月において三に規定する医療を受けた日数が

８日未満の場合          ３９，１００円 
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第１・第２ （略） 

 

第３ 医療手当 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）医療手当の支給額は、１月につき、次の区分に従い、

当該区分に定める額とする。 

一 その月において第２の２の一から四までに規定する

医療を受けた日数が３日以上の場合 

３９，９００円 

二 その月において一に規定する医療を受けた日数が３

日未満の場合           ３７，９００円 

三 その月において第２の２の五に規定する医療を受

けた日数が８日以上の場合     ３９，９００円 

四 その月において三に規定する医療を受けた日数が

８日未満の場合          ３７，９００円 
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 （２）同一の月において第２の２の一から四までに規定する

医療と第２の２の五に規定する医療とを受けた場合に

あっては、その月分の医療手当の額は、（１）の規定に

かかわらず、４１，１００円とする。 

３ （略） 

 

第４ 特別手当 

ア 障害児の養育に対する特別手当 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）障害児養育特別手当の額は、次の各号に掲げる者の区

分に従い、当該各号に定める額とする。 

一 別表第１に定める１級の障害の状態にある者 

９８２，８００円 

二 別表第１に定める２級の障害の状態にある者 

７８６，０００円 

（２） 略 

３～５ （略） 

 

イ １８歳以上の障害者に対する特別手当 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）障害者特別手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に

従い、当該各号に定める額とする。 

一 別表第２に定める１級の障害の状態にある者  

 （２）同一の月において第２の２の一から四までに規定する

医療と第２の２の五に規定する医療とを受けた場合に

あっては、その月分の医療手当の額は、（１）の規定に

かかわらず、３９，９００円とする。 

３ （略） 

 

第４ 特別手当 

ア 障害児の養育に対する特別手当 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）障害児養育特別手当の額は、次の各号に掲げる者の区

分に従い、当該各号に定める額とする。 

一 別表第１に定める１級の障害の状態にある者 

９５２，８００円 

二 別表第１に定める２級の障害の状態にある者 

７６２，０００円 

（２） 略 

３～５ （略） 

 

イ １８歳以上の障害者に対する特別手当 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）障害者特別手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に

従い、当該各号に定める額とする。 

一 別表第２に定める１級の障害の状態にある者  



 

3 

 

３，１４２，８００円 

二 別表第２に定める２級の障害の状態にある者  

２，５１４，０００円 

（２） 略 

３～５ （略） 

 

第５ 死亡一時金 

ア （略） 

 

イ 死亡した者が生計維持者でなかった場合の遺族に対する一

時金 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）非生計維持者死亡一時金の額は、８，２４４，０００

円とする。 

（２） （略） 

３～４ （略） 

 

第６ 葬祭料の支給 

１ （略） 

２ 支給額 

葬祭料の額は、２２２，０００円とする。 

３ （略） 

 

第７ （略） 

３，０４５，６００円 

二 別表第２に定める２級の障害の状態にある者  

２，４３６，０００円 

（２） 略 

３～５ （略） 

 

第５ 死亡一時金 

ア （略） 

 

イ 死亡した者が生計維持者でなかった場合の遺族に対する一

時金 

１ （略） 

２ 支給額 

（１）非生計維持者死亡一時金の額は、７，９９２，０００

円とする。 

（２） （略） 

３～４ （略） 

 

第６ 葬祭料の支給 

１ （略） 

２ 支給額 

葬祭料の額は、２１９，０００円とする。 

３ （略） 

 

第７ （略） 



 

4 

 

 

附則 （略） 

 

別表第１ 

障害児養育特別手当 等級表 

（略） 

 

別表第２ 

障害者特別手当 等級表 

（略） 

 

附則 （略） 

 

別表第１ 

障害児養育年金 等級表 

（略） 

 

別表第２ 

障害年金 等級表 

（略） 

 


